
岡山県図書館協会会則   制定 昭和 26 年 10 月 17 日 
                  最終改正 平成 20 年 5 月 26 日 
 
第 1 章 総 則 
 
（名称及び事務所） 
第 1 条 この会は、岡山県図書館協会と称し、事務局を岡山県立図書館内に置く。 
 
（目 的） 
第 2 条 この会は、図書館事業の発展並びに会員の資質の向上を図り、もって県民の教養・

文化の向上に寄与することを目的とする。 
 
（事 業） 
第 3 条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。 
 一 図書館相互間及び関係団体との連絡提携 
 二 図書館に関係のある調査研究 
 三 講演会、講習会、研究会、展覧会の開催 
 四 日本図書館協会との連絡提携 
 五 その他この会の目的を達成するため必要な事業 
 
 
第 2 章 組 織 
 
（会の構成） 
第 4 条 この会は、岡山県内の公共・大学・学校・専門図書館、公民館、その他図書資料 
 を有する団体機関（以下「施設会員」という。）及びその施設に属する職員、その他一般 
 の人（以下「個人会員」という。）でこの会の目的に賛同するものをもって組織する。 
 
（入会及び退会） 

第 5 条 この会に新たに入会しようとするものは、会費を添え所定の申込書によって会長 
 に申し込むものとする。 
２ 会を退会しようとするものは、その理由をつけて会長に届出るものとする。また、個  
 人会員の場合、その年度の 9 月 30 日までに会費の払い込みがない場合は、退会したも

のと見なす。 
（会 費） 

第６条 会員は、会費を納入しなければならない。会費の額については、会費に関する細 
 則で定める。 
 
（委員会） 

第７条 本会には、委員会を設けることができる。委員会の設置及び委員会の規約につい 
 ては、理事会で議決する。 
 
 
第３章 役員及び職員 
 
（役 員） 
第８条 この会に、次の役員を置く。 

会 長   1 名 
副会長   若干名 
理 事   若干名 
監 事   2 名 



 
（役員の任務） 

第９条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 
３ 理事は、会長及び副会長と理事会を組織して会務の企画運営を審議し執行する。 
４ 監事は、会計を監査する。 
 
（役員の選出及び任期） 
第 10 条 会長、副会長、理事、監事は、会員中から総会において選出する。 
２ 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 
３ 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
４ 役員は、任期満了後も後任者の就任するまでその職務を行なうものとする。 
 
（事務局） 
第 11 条 この会に事務局を置く。 
２ 事務局に、事務局長、書記その他必要な職員を置き、会長がこれを委嘱する。 
 
 
第 4 章 顧問及び参与 
 
（顧問及び参与） 
第 12 条 この会に、顧問及び参与を置くことができる。顧問には、特に本会に功績のあっ

たもの及び学識経験のあるもの、参与には、特に本会に深い関係を有するもののうちか

ら、理事会において承認を得るものとする。 
 
 
第 5 章 会 議 
 
（会 議） 
第 13 条 会議は、総会及び理事会の 2 種とする。 
２ 会議は、会長がこれを招集し、会議の議長はそのつど会員のうちから選出する。 
第 14 条 会議は、構成員の半数以上が出席しないと成立しない。この場合において、事前

に委任状を提出して他の構成員に議決権を委任した場合は、その会議に出席したものと

みなす。 
２ 議決には、出席者の半数以上の賛成を得なければならない。可否同数のときは、議長

の裁決による。 

 
（総 会） 

第 15 条 総会は、毎年 1 回開き、前年度事業報告及び収支決算報告の承認、役員の選出、 
 当該年度の事業計画及び収支予算その他重要な議案を議決する。 
２ 会長が必要と認めたとき又は会員の１／３以上の請求があったとき、会長は臨時総会

を開かねばならない。 
 
（理事会） 

第 16 条 理事会は、前年度事業報告及び収支決算報告、当該年度事業計画及び収支決算 
 について、総会へ提出する案を審議する。その他総会に提出すべき議案その他会務の企 
 画について、審議する。 
２ 緊急を要する事項で総会を開催することができないと会長が判断した場合、理事会を 
 開いて決議することができる。その場合、書面又は口頭により意見を求めて、理事会に 
 代えることができる。以上の決議は、総会での事後承認を要するものとする。 
 

 



第 6 章 会 計 
 
（特別会計） 
第 17 条 特定の事業の経理を明確にするため、特別会計を設置することができる。 
 
（収 入） 
第 18 条 この会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもってあてる。会費の納入は、毎 
 年６月末日までに納入するものとする。 
 
（会計年度） 
第 19 条 この会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 
 
 
第 7 章 帳 簿 
 
（備えなければならない帳簿） 
第 20 条 この会に、次の帳簿を備えなければならない。 
 １ 会議録 
 ２ 金銭出納簿 
 ３ 事業記録簿 
 ４ 会員名簿 
 ５ その他必要な帳簿 
 

 
第８章 補 則 
 
（会則の変更） 
第 21 条 この会則の変更は、総会の議決による。 
 
（細 則） 
第 22 条 会長は、この会の運営に関する細則を別に定めることができる。 
 

 附 則 

この会則は、平成 12 年 6 月 5 日から実施する。 
 
 附 則 
この会則は、平成 15 年６月 23 日から実施する。 
 
 附 則 
この会則は、平成 16 年 7 月 26 日から実施する。 
 
附 則 

この会則は、平成 20 年 5 月 26 日から実施する。 
 
 
 
 
 
 
 




